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建設環境委員会会議録 

 

令和８年２月２０日 金曜日 

  午前１０時３０分開議 

  午前１０時５２分閉議（実時間２２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 山 諭扶哉 君 

副委員長  橋 本 隆 一 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  西 村 英 昭 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  水 田 千 春 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市民環境部長     岩 崎 伸 一 君 

  市民環境部次長   竹 下 圭一郎 君 

  環境課長      田 中 和 彦 君 

                              

○記録担当書記     栗 山 大次郎 君 

 

（午前１０時３０分 開会） 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは定足数に

達しましたので、ただいまから建設環境委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

しております付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１３号（関係分） 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、予算議

案の審査に入ります。 

 議案第１号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分を議題とし、

歳出の第４款・衛生費について、市民環境部か

ら説明願います。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民環境部の岩崎でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１号・令和７年度八代市一

般会計補正予算・第１３号中、第４款・衛生費

のうち、市民環境部関係分につきまして、竹下

次長が説明いたしますので御審議よろしくお願

いいたします。 

○市民環境部次長（竹下圭一郎君） 市民環境

部の竹下でございます。よろしくお願いしま

す。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第１号・令和７年度八代市一

般会計補正予算書・第１３号の８ページ下段を

御覧ください。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目２・環

境保全対策費で、補正前の額５２０６万２００

０円に３１４９万９０００円を計上し、補正後

の額を８３５６万１０００円としております。 

 内容は、備考欄の地球温暖化対策推進事業

（重点交付金）３１４９万９０００円でござい

ます。 

 補正額の財源内訳は、特定財源として全額国

庫支出金である物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金としております。なお、当該予算に

つきましては、全額を繰越明許費として設定し

ております。 

 次に、事業内容について御説明します。添付

の説明資料を御覧ください。 

 １、事業名は、地球温暖化対策推進事業（重
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点交付金）でございます。 

 ２、事業費は、補正額と同額の３１４９万９

０００円で、内訳は、ＬＥＤ照明器具買換え促

進補助金２８００万円、会計年度任用職員報酬

等１名分２７４万５０００円、市報折り込みチ

ラシ印刷製本費６０万円、郵便料１５万４００

０円を予定しております。 

 ３、補正理由は、国が行う重点支援交付金を

活用し、市民のエネルギー価格高騰による影響

を軽減するため、家庭の蛍光灯、白熱灯などの

照明器具をＬＥＤ照明器具に買い換える費用の

一部を補助するもので、照明器具のＬＥＤ化を

促進することで、一般住宅における脱炭素化を

推進するために実施するものでございます。 

 ４、補助対象は、現時点での予定を記載して

おりますが、補助対象期間が令和８年４月１日

から１２月３１日で、受付期間を令和８年５月

１日から令和９年１月１５日までとし、予算が

なくなり次第終了することとしております。 

 また、照明器具は蛍光灯や白熱球からＬＥＤ

照明に買い換えた場合で、市内の販売店で購入

し、工事費を含む、総費用が２万円以上のもの

を対象としております。 

 なお、補助対象とならないものとしまして、

インターネットや通販等で購入したもの、ＬＥ

Ｄ電球のみの購入、屋外に設置するものなどを

対象外とする予定でございます。 

 ５、補助金額は、購入費用の２分の１以内で

上限を３万円とし、申請は１世帯当たり１回限

りとします。 

 ６、申請方法は、購入・設置後の事後の申請

になりますが、申請時の受付窓口の混雑を避け

るため、原則、郵送による申請受け付けを予定

しております。 

 以上で、八代市一般会計補正予算・第１３号

中、市民環境部関係分の説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（西村英昭君） すいません、お尋ねし

ます。居住する住宅の屋内に固定して使用する

もの、その縛りっていうのは、例えば住宅の屋

内じゃなくて、住宅に附属する、例えば、ちょ

っと外にＬＥＤの照明とかつけるケースがある

んですが、そういうのを除外してる意味合いは

何でしょうか。 

○環境課長（田中和彦君） 環境課の田中で

す。よろしくお願いいたします。 

 今回、屋外の照明器具というのをまず除外し

てるという部分につきましては、まず広く、で

きるだけ多くの世帯の方に利用をしていただき

たいっていう部分で、一番生活に密着した室内

の照明器具の更新に重点を置いて今回の事業の

ほうを設計いたした関係で、屋外のほうを除外

をいたしております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（西村英昭君） すいません、続けてな

んですが、これを申請したときに、これが実際

屋内で使われてるかどうかの判断とか、どうい

った形でそれを分けるんでしょうか。 

○環境課長（田中和彦君） 今回の申請につき

ましては、先ほど竹下次長のほうからも説明が

ありましたけれども、一応購入設置後、事後の

申請を予定をしております。 

 その代わりに、機器の取替えですので、取り

替える前の機器の状況の写真、それと購入して

取り替えられた後の写真のほうを添付していた

だくような形での申請を予定をいたしておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ありませんか。 

○委員（水田千春君） 例えば、白熱灯のまだ

新しいものをＬＥＤ補助金が出るからそっちに

買い換えたい、いいものに買い換えたいからこ

の機会にやってみようかしらとかいう方がもし
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かしたらいらっしゃるかもしれませんよね。そ

の対応はどうされますか。 

○環境課長（田中和彦君） 私どももこの事業

を設計する際に、まだ使用できる機器を全く新

しいものに取り替えるっていうことが果たして

それは環境課としてどうなのかっていう部分は

検討いたしました。 

 ただ、まず１番の理由といたしまして、２０

２７年で蛍光灯の輸入、それと製造自体も終了

してしまうという部分で、この蛍光灯の照明器

具をなるだけ早くＬＥＤに変えていただきたい

っていう部分がございます。 

 ただ、実際はなかなか普通にユニットとして

すぐにがちゃっと取付けられるようなものは簡

単であるんですけれども、場合によっては電設

工事が必要になってくるという部分もございま

して、そういう方になるだけ早めに対応してい

ただくという部分でいたしました。 

 ですので、確かに買ったばかりの蛍光灯であ

ったり、白熱球であったりっていうのがあると

は思っておりますけれども、もうそれは申請者

の御判断でというところで考えておるところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（水田千春君） せめて１年以内のもの

は御遠慮くださいとか、ちょっとそういうくく

りを作られたほうがいいんじゃないかとちょっ

と思ってしまうんですけど、いかがでしょう

か。 

○環境課長（田中和彦君） 購入から１年以上

たっているっていう部分になりますと、例えば

購入時のレシートであったり、照明器具の保証

書っていうのを保管しておかれる方は証明がで

きるんですけれども、なかなか通常は照明器具

まで保証書であったりとか、領収書であったり

とかっていうのを保管されてない方もいらっし

ゃると思いますので、私どもとしては、そこは

性善説に成り立ってじゃないんですけれども、

なるべく広く市民の方に使っていただきたいと

いうことで、今回そこまでの縛りは今のところ

計画をいたしておりません。 

 以上です。 

○委員（水田千春君） 分かりました。 

○委員（橋本幸一君） 確認ですが、これＬＥ

Ｄ照明機器１個じゃなくてから、１家屋内のそ

ういう電装全ての部分まで含めた上限２万円と

いうことで理解してよかですね。 

○環境課長（田中和彦君） はい、そのとおり

です。個数制限等は設けておりません。 

○委員（橋本幸一君） 予算額が２８００万円

ということは上限マックスで１４００戸が今回

の予算枠内ということですが、可能性として、

ひょっとすればこの際ということで、この予算

上回る可能性も出てきやせんかと思うんです。

それに対してはどう対処されますか。 

○環境課長（田中和彦君） 積算の時点では、

先ほど説明いたしましたけど、補助金額が１万

円から上限３万円ということで、平均２万円の

１４００戸で算定をいたしました。 

 仮に、皆さんが３万円の上限いっぱいの申請

をされますと、９００件弱の申請で予算が確か

になくなってしまいます。 

 ただ、今回が国の緊急経済危機対策の交付金

のほうを利用しておりますので、予算がなくな

りましたらそれで終了というふうに今のとこ

ろ、事務局としては考えております。 

○委員（橋本幸一君） 了解しました。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありません

か。 

○委員（橋本隆一君） １点目は周知方法等で

すね、それから申請方法は郵送ということにな

ると高齢者等の方、やっぱりまず様式を市役所

からダウンロードか何かで取り寄せないかんわ

けですよね。申請用紙がありますよということ

で。今の高齢者の方はパソコンもスマホも持た

ないで、でくっげなばいって聞いたばってん、
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郵送にしてくれって、それはできない場合は、

例えば窓口で対応しますよとか、そういうこと

はできますですかね。そこをちょっとお聞きし

たいんですが。 

○環境課長（田中和彦君） 担当課といたしま

しても、やはり御相談をしながら、書き方が分

からないからと窓口に来られる方もいらっしゃ

るというふうに想定しております。ですので、

一応原則として郵送ということで考えておりま

す。 

 それと、今回の先議に付していただきました

けれども、市報に折り込みのチラシをなるだけ

早く入れたいというふうに考えております。 

 現在の、すいません、まだ案のレベルですけ

れども、お知らせする折り込みチラシ両面刷り

のほうで裏面のほうに、申請の申込用紙のほう

もつける形で、印刷する形で、配布できないか

ということで現在事務局のほうで検討いたして

おるところでございます。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） 理解できました。あり

がとうございました。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありません

か。 

○委員（谷川 登君） 物価高騰、ＬＥＤの照

明の取替えということで、非常にいい取組かな

というふうに思っております。 

 また、先ほど橋本委員からお話がありました

ように、約３０００万円の限度額があるという

ことで、打切りというようなことで、１４００

件分ぐらいの予算になっておりますけれども、

いろんな面で、どうしても、この内容的に申込

書の用紙の書き方っていうのが、高齢者につい

ては非常に理解されるのかなという心配もある

し、もしこの上限のＬＥＤの、例えば２万円以

上、３万円のＬＥＤを交換しますよというよう

な記入例を書いて、じゃあ、ここで地元の業者

の電気屋さんにお願いして、さしより立て替え

て領収書ももらっておかなければならないので

しょうか。それだけちょっと。 

○環境課長（田中和彦君） 今回の場合は事後

申請という形で考えておりますので、やはり一

旦料金のほうは立て替えて、全額立て替えてい

ただいて、後日、相当分の補助金をお支払いさ

せていただくという形になるというふうに思っ

ております。 

 それと今高齢者の方の記入方法というところ

がございますので、その部分につきましては、

記入、分かりやすいですね、なるだけ記入する

部分が少なくて済むような部分と添付していた

だく書類のチェックができる部分も、この申込

み用紙のほうに入れてやっていきたいというふ

うに考えております。 

 あと今、谷川委員の意見の最後のほうにござ

いましたけれども、どなたかが代理で書かれる

という部分については、昨年、士業法のほうが

厳しくなりまして、いわゆる手数料を取られる

場合だと、いわゆる行政書士法に抵触する場合

がございますけれども、それを無料で、例えば

電気店が行われるということであれば、その項

目には該当しないということですので、そこは

あくまでも電気店さんなり工務店さんがサービ

スでやられる部分については、必要なところを

書いていただいて、ただそれを郵送していただ

くというような形で対応できるのではないかと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございま

す。 

 そういう中でＬＥＤの交換についてのこの購

入先の販売店ですよね。八代管内の事業所でイ

ンターネットで取り寄せた対象外というような

区別、市民の皆さんに分かるように、こういっ

た注文は、これに書いてありますように駄目で

すよと、やはりこの注文については、確認です

が市政協力員を通じて取りまとめて集計するわ
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けですか。 

○環境課長（田中和彦君） 注文につきまして

は、各御家庭のほうが購入されるということで

すので、市政協力員の方が取りまとめるという

ことはございません。 

 あくまでも個別申請で１個１個対応という形

をとらせていただきます。 

 それと、今お話にありましたけれども、特

に、やはりインターネットに限定されるインタ

ーネット通販とかという部分の利用者も非常に

多くなっておりますので、こちらにつきまして

は、対象外という部分のほうはチラシのほうで

十分にそこは分かるように表示をして、周知を

図っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかにありますで

しょうか。 

○委員（谷川 登君） 購入先でですよ、ＬＥ

Ｄですから、電気、乾電池とかこれに書いてあ

りますけれども、乾電池を間違って買ってきた

場合、市民の方が、そういう方もこの１４００

件の対象に１人、２人はまた出てくるかなっ

て、私も危惧しとっとですが、電池はいけませ

んよというはっきりした文字をしとかんと、電

池買うて来たけんでというようなことで、――

そして電気屋で言えば、八代管内中山間地も含

めた考え方ですよ。ＬＥＤという言葉が出ます

けども、山間地の高齢者の方はわざわざ八代ま

で来て、つけたいけど、つけられないという方

もいると思うんですよね。それでこの地元の電

器屋さんとか、１軒しかなかけんですね、地区

によってはですね。そういった申込み先を例え

ばヤマダデンキとかケーズデンキとか、電気屋

さんいっぱいありますけども、この支店の名前

をしておけば、ここもよかばいなというような

理解ができやせんのかなと思うとですけども、

どがんですか。 

○環境課長（田中和彦君） 対象となる購入店

舗をリスト化してというお話だと今のほうは思

いますけれども、私どもが予定してるチラシの

中に全ての店舗を記入するためのスペース的な

部分は難しいかと思いますので、その部分につ

きましては、市のホームページでの掲載なり何

なりを少し検討したいと思います。 

 おっしゃったように、お住まいの地域によっ

てはなかなか家電店が遠いとか、店舗数が少な

いとかっていう部分がありますので、そういう

部分でなかなか不利益にならないように、あと

間違って、例えばＬＥＤの球だけ買われて、対

象となると思って買われて、いざ申請したら対

象とならないというようなことが起こらないよ

うに、チラシのほうにも、これは対象となりま

せんとか、こういうふうにしてくださいとかっ

ていう部分と、あとお問合せのほうは私どもの

ほうの環境課で受け付けておりますので、そち

らのほうの連絡先もきちんと記入して、ただ申

請件数が非常に多うございますので、全くそう

いうのがないというふうなのは難しいかと思い

ますけども、それが１件でも出ないように、私

どもとしては、周知のほうに力を入れてまいり

たいと思っております。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） なければ、以上で

質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど高齢者対策等い

ろいろ問題があるようですが、できるだけ周知

徹底していただくように、数が制限があるとい

うことは前回もいろんな問題発生したケースも

ありますので、しっかりした周知徹底には努め

ていただきたいと思います。よろしくお願いし
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ます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） なければこれより

採決いたします。 

 議案第１号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。お疲れさまでした。 

（午前１０時５２分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和８年２月２０日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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